
◎発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の

一部を改正する法律 
（平成一五年五月九日法律第三八号）   

一、提案理由（平成一五年三月一九日・衆議院経済産業委員会） 

○平沼国務大臣 

……………（略）…………… 

 引き続きまして、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部

を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 昨今のエネルギーをめぐる経済的、社会的環境の変化を踏まえて、歳出歳入構造の見

直しを含めたエネルギー政策の抜本的な見直しを進める中、近時の電力供給につきまし

ては、長期的な観点からの安定供給と地球温暖化問題への対応の双方が強く求められて

いる状況にあります。そのような状況下において、原子力、水力、地熱等の電源につき

ましては、長期的な電力の安定供給の確保に資するとともに、地球温暖化防止対策を進

める上でも重要なものであるため、これらの利用を重点的に促進することが、電力政策

上、必要不可欠であります。こうした観点から本法律案を提出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、発電用施設周辺地域整備法の一部改正であります。同法に基づく支援対象で

ある発電用施設を、長期間にわたり安定的な電力供給源であり、かつ、二酸化炭素の排

出量の低減にも資する原子力、水力、地熱等に重点化することとし、また、周辺地域へ

の支援を、これらの電源の設置段階のみならず運転段階へと拡大するものであります。

さらに、従来の公共用施設の整備に加えて、周辺地域における住民の生活の利便性の向

上や産業振興を図る事業への支援を講ずることとしております。 

 第二に、電源開発促進対策特別会計法の一部改正であります。発電用施設周辺地域整

備法と同様に、同法に基づく支出の対象を原子力、水力、地熱等の発電用施設に重点化

するとともに、従来の電源多様化対策については、発電用施設の安全の確保も含めた電

源利用対策として政策体系を再構築するものであります。また、将来の発電用施設の立

地の進展に伴う財政需要に弾力的に対応し得るよう、周辺地域整備資金を設置する等の

措置を講ずることとしております。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一五年四月三日） 

○村田吉隆君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する

法律案につきましては、原子力発電施設等の周辺地域において、住民生活の利便性向上



等に寄与する事業を促進する措置等を講ずるものであります。 

 両案は、去る三月十八日に本委員会に付託され、翌十九日平沼経済産業大臣からそれ

ぞれ提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を終局し、討論の後、それぞれ採決を行った結

果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二日） 

 政府は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済動向にとってきわめて重要であるこ

とにかんがみ、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため、本法施行に当たり、

特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 電力の安定供給の確保に些かの支障も来すことのないよう、現在、運転が停止して

いる原子力発電施設の徹底した安全確保を大前提とした上で、立地地域の住民等に対

する積極的な情報提供等により、早期の運転再開に向けた理解促進に努めること。 

二 利便性向上等事業計画に基づく事業については、歳出対象が無限定に拡大し、制度

の趣旨に照らして必要性が疑われることのないよう、事業計画の厳正な審査を行うこ

と。 

三 周辺地域整備資金に関し、電源立地の推進に向けた理解促進活動により、過剰な資

金が滞留することのないよう一層努めるとともに、電源開発計画の進捗状況や周辺地

域整備資金の資金規模の推移等に応じ、電源立地勘定の歳出・歳入構造の見直しを含

め、引き続き検討を行うこと。 

四 電源開発促進税の実質的な納税者が国民であることにかんがみ、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律に基づき、電源三法交付金の厳正な執行に努めるとと

もに、事業の成果を適切に評価し、情報公開に努めること。 

五 エネルギー政策基本法の規定に基づくエネルギー基本計画を定めるに当たり、我が

国のエネルギー政策における原子力の位置付けとともに、国、地方公共団体及び事業

者の役割を明確化すること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一五年四月二五日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する

法律案は、電力の長期安定供給及び地球温暖化問題に対応するため、長期固定電源であ

る原子力、水力、地熱等の発電用施設を重点的に支援するとともに、その利用促進及び

安全確保のための財政上の措置等を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、我が国エネルギー政策におけ

る地球温暖化対策、京都議定書の目標達成に対する方策、エネルギー安定供給の確保策



等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より両法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二四日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 電力の安定供給の確保にいささかの支障も来すことのないよう、現在、運転が停止

している原子力発電施設について、徹底した安全確保を大前提とした上で、立地地域

の住民等に対する積極的な情報提供等により、早期の運転再開に向けた理解促進に努

めること。 

二 利便性向上等事業計画に基づく事業については、歳出対象が無限に拡大し、制度の

趣旨に照らして必要性が疑われることのないよう、事業計画の厳正な審査を行うこと。 

三 周辺地域整備資金に関しては、電源立地の推進に向けた理解促進活動により、過剰

な資金が滞留することのないよう一層努めるとともに、電源開発計画の進捗状況や周

辺地域整備資金の資金規模の推移等に応じ、電源立地勘定の歳出・歳入構造の見直し

を含め、引き続き検討を行うこと。 

四 電源開発促進税の実質的な納税者が国民であることにかんがみ、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律に基づき、電源三法交付金の厳正な執行に努めるとと

もに、事業の成果を適切に評価し、情報公開に努めること。 

五 エネルギー政策基本法の規定に基づくエネルギー基本計画を定めるに当たり、我が

国のエネルギー政策における原子力の位置付けとともに、国、地方公共団体及び事業

者の役割を明確化すること。 

 右決議する。 


